
  ○大府市認定保育室運営費等補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、大府市認定保育室事業実施要綱により認定された大府市認定保育室

における保育事業等の円滑な実施を促進し、児童福祉の増進を図るため、予算の範囲内

において交付する大府市認定保育室運営費等補助金（以下「補助金」という。）について、

大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（補助対象施設） 

第２条 補助金の交付の対象となる施設は、大府市認定保育室事業実施要綱第２条第２号

に規定する認定保育室（以下「認定保育室」という。）とする。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費は、別

表のとおりとする。 

（補助金の額）  

第４条 補助金の額は、別表の補助基本額欄に定める額に当該補助率欄の率を乗じて得た

額とする。ただし、補助対象事業欄に掲げる全ての事業の補助金の額の合計額において、

１,０００円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

（経費の流用の禁止）   

第５条 別表の補助対象事業欄に規定する各事業の経費は、相互に流用してはならない。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする認定保育室の代表者（以下「申請者」という｡）は、

大府市認定保育室運営費等補助金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて、別

に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

（交付の決定等） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、補助金の交付を決定し、速やかに、大府市認定保育室運営費等補助金交付決定通知

書（第２号様式）により、申請者に通知しなければならない。 

２ 市長は、前項の決定をする場合において、必要に応じ、当該決定に条件を付すること

ができる。 

（変更交付の申請等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた認定保育室の代表者（以下「補助事業者」という。）

は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業（以下「補助事業」という。）の内容を変

更するときは、あらかじめ大府市認定保育室運営費等補助金変更交付申請書（第３号様

式）を別に定める期日までに市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、大府市認定保育室運営費等補助金変更交付決定通

知書（第４号様式）により、補助事業者に通知しなければならない。 

（補助事業の廃止又は中止） 



第９条 補助事業者は、補助事業を廃止し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市

長の承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、若しくは補助事業の廃止又は中止の

承認を受けたとき（以下「完了等」という。）は、完了等の日から起算して３０日を経過

した日又は翌年度の４月５日のいずれか早い日までに、大府市認定保育室運営費等補助金

実績報告書（第５号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第１１条 市長は、前条の実績報告を受けた場合において、補助事業者から補助金の交付

の請求を受けた場合は、補助金を交付するものとする。 

（帳簿等の保存） 

第１２条 補助事業者（補助事業に係る施設経営者を含む。）は、当該補助事業に関する帳

簿等を整備し、完了等の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大府市認定保育室運営費等補助金交付要綱は、この要綱の施行の日以後に申

請された大府市認定保育室運営費等補助金について適用し、改正前の大府市認可外保育

施設運営費等補助金交付要綱に基づき申請された大府市認可外保育施設運営費等補助金

については、なお従前の例による。 

 

 



別表（第３条関係） 

大府市認定保育室運営費等補助金算出基準額表 

 

補 助 対 象 事 業 
補助対象経費 補助基準額 補助基本額 補助率 

事 業 名 内  容 

低年齢児保育事業

認定保育室の運営に必要

な人件費及び施設の運営

に必要な事業費を補助す

ることにより、低年齢児

保育の需要に対応し、児

童の福祉の増進を図る。 

認定保育室の運営に必要とする保

育士（有資格者に限る。）を配置

し、保育業務に従事させた経費 

１か所あたり 

月額１４０,０００円 

を限度とする。 

補助基準額と補助対象経費

の実支出額から寄付金その

他の収入額を控除した額と

を比較していずれか低い額

５/１０ 

認定保育室の運営に必要とする電

気、ガス及び水道（下水道を除

く。）の経費。ただし、電気、ガ

ス及び水道の経費に、認定保育室

以外の経費が含まれる場合にあっ

ては、認定保育室以外の経費を控

除した経費 

１か所あたり 

年額１００,０００円 

を限度とする。 

補助基準額と補助対象経費

の実支出額から寄付金その

他の収入額を控除した額と

を比較していずれか低い額

５/１０ 

設 備 整 備 事 業

認定保育室の運営に必要

な緊急を要する施設の修

繕に要する費用（新設の

認定保育室を除く。）を補

助することにより、低年

齢児保育の需要に対応

し、児童の福祉の増進を

図る。 

認定保育室の運営に必要な緊急を

要する施設の修繕に要する経費 

１か所あたり 

年額５００,０００円

を限度とする。 

補助基準額と補助対象経費

の実支出額から寄付金その

他の収入額を控除した額と

を比較していずれか低い額

５/１０ 



第１号様式（第６条関係） 

 

  年  月  日 

大府市認定保育室運営費等補助金交付申請書 

大府市長 殿 

所 在 地             

団 体 名             

代表者氏名           ㊞ 

 

大府市認定保育室運営費等補助金交付要綱第６条の規定により、補助金の交付を受

けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 交付申請額 

    金          円 

２ 事業概要等 

⑴ 事業実施場所   

⑵ 事業施行期間      年  月  日から   年  月  日まで 

⑶ 事業施行理由   

⑷ 事業計画概要 

 

 

 

⑸ 事業施行の効果（見込み）      

⑹ 添付書類 

① 大府市認定保育室運営費等補助金所要額調書 

② 低年齢児保育事業所要額明細 

③ 設備整備事業所要額明細 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

 

大府市認定保育室運営費等補助金交付決定通知書 

第     号 

  年  月  日 

所 在 地  

団 体 名  

代表者氏名            様 

大府市長        □印  

 

補助金交付決定額 金         円 

 

ただし、    年  月  日付けによる大府市認定保育室運営費等補助金の申

請に対して、次の条件を付して補助金を交付する。 

１ 条 件 

⑴ 総事業費が、交付決定額を下回った場合には、返還を命ずることがある。 

⑵ 補助事業に関する帳簿等を整備し、当該事業の完了等の日の属する年度の翌年度

から５年間保存しなければならない。 

２ 注意事項 

⑴ 申請内容等を変更する場合は、大府市認定保育室運営費等補助金変更交付申請書

（第３号様式）を提出すること。 

⑵ 事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書（第４号様式）を提出する

こと。 

⑶ 補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書を提出すること（様式

は、任意とする。）。 

⑷ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により、市の監

査委員が補助事業に係る出納その他について監査することがある。 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

 

   年  月  日 

大府市認定保育室運営費等補助金変更交付申請書 

大府市長 殿 

所 在 地                

団 体 名                

代表者氏名              ㊞ 

 

大府市認定保育室運営費等補助金交付要綱第８条の規定により、補助事業の内容を下記

のとおり変更したいので申請します。 

 

記 

 

１ 当初交付申請（決定）金額 

    金           円 

 

２ 変更後交付申請金額 

    金           円 

 

３ 補助事業の変更の内容 

    変更前 

 

    変更後 

 

４ 添付書類 

⑴ 大府市認定保育室運営費等補助金所要額調書 

⑵ 低年齢児保育事業所要額明細 

⑶ 設備整備事業所要額明細 

 



第４号様式（第８条関係） 

 

大府市認定保育室運営費等補助金変更交付決定通知書 

第     号 

  年  月  日 

所 在 地  

団 体 名  

代表者氏名            様 

大府市長        □印  

 

補助金交付決定額 

 （１）交付決定額   金          円 

 （２）既交付決定額  金          円 

 （３）差引増減額   金          円 

 

ただし、    年  月  日付けによる大府市認定保育室運営費等補助金の変

更交付申請に対して、次の条件を付して補助金を交付する。 

１ 条 件 

⑴ 総事業費が、交付決定額を下回った場合には、返還を命ずることがある。 

⑵ 補助事業に関する帳簿等を整備し、当該事業の完了等の日の属する年度の翌年度

から５年間保存しなければならない。 

２ 注意事項 

⑴ 申請内容等を変更する場合は、大府市認定保育室運営費等補助金変更交付申請書

（第３号様式）を提出すること。 

⑵ 事業が完了したときは、速やかに大府市認定保育室運営費等補助金実績報告書

（第５号様式）を提出すること。 

⑶ 補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書を提出すること（様式

は、任意とする。）。 

⑷ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により、市の監

査委員が補助事業に係る出納その他について監査することがある。 

 

 



第５号様式（第１０条関係） 

 

大府市認定保育室運営費等補助金実績報告書 

 

 

    年  月  日 

大府市長 殿 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名           ㊞ 

 

  年  月  日付け    第  号で補助金の交付決定を受けた大府

市認定保育室運営費等補助事業が完了しましたので、次のとおり報告します。 

 

施 行 場 所  

施 行 期 間   年  月  日から    年  月  日まで 

１ 事業実績及び効果 

 

 

 

 

 

 

２ 添付書類 

⑴ 大府市認定保育室運営費等補助金精算調書 

⑵ 低年齢児保育事業精算明細 

⑶ 設備整備事業精算明細 

⑷ その他参考となる資料 


